
十 勝 川 流 域 下 水 道 浄 化 セ ン タ ー の 概 要                          

                                                                  令和７年３月３１日現在 

１．十勝川流域下水道の沿革 

      昭和４３年 ３月２３日  帯広市公共下水道事業認可 

   昭和４７年 ９月２０日  処理場建設着工 

   昭和５２年１２月 ３日  流域下水道事業認可・建設着手、帯広市から施設譲与 

   昭和５５年 １月１８日  芽室幹線の一部及び処理場供用開始（帯広市接続） 

                                （施設規模27,000ｍ３/日 処理能力13,500ｍ３/日）  

   昭和５５年 １月２３日  十勝川流域下水道浄化センター通水式 

   昭和５６年 ３月     芽室幹線供用開始（芽室町接続）                

   昭和５８年 ３月     処理場の増設（処理能力27,000 ｍ３/日） 

   昭和５９年 ２月１０日  流域下水道事業認可変更（第１回） 

      昭和６０年  ３月          帯広幹線完成 

   昭和６１年 ４月１０日    流域下水道事業認可変更（第２回） 

   昭和６３年 ３月     音更幹線供用開始（音更町接続） 

   昭和６３年１２月     処理場の増設（施設規模54,000ｍ３/日） 

      平成 元年 ３月     札内幹線供用開始（幕別町接続） 

                                処理場の増設（処理能力40,500ｍ３/日） 

      平成 ２年 ３月     処理場の増設（処理能力54,000ｍ３/日） 

      平成 ３年 ２月２２日  流域下水道事業認可変更（第３回） 

   平成 ５年 ３月     処理場の増設（施設規模84,700ｍ３/日 処理能力69,350ｍ３/日） 

   平成 ５年 ４月１６日  流域下水道事業認可変更（第４回） 

   平成 ６年 ３月         処理場の増設（処理能力 84,700ｍ３/日） 

   平成 ７年 ６月 ８日  流域下水道事業認可変更（第５回） 

     平成１０年 ６月１７日  流域下水道事業認可変更（第６回） 

      平成１１年 ３月         処理場の増設（施設規模115,480ｍ３/日 処理能力 96,990ｍ３/日） 

      平成１２年 ５月     流域下水道事業認可変更（第７回） 

   平成１４年 ８月     流域下水道事業認可変更（第８回）                           

      平成１５年 ６月     流域下水道事業認可変更（第９回） 

平成１６年 ３月     処理場の増設（処理能力111,320ｍ３/日） 

平成１６年１０月     流域下水道事業認可変更（第10回） 

平成１９年 ８月     流域下水道事業認可変更（第11回） 

平成２１年１１月     流域下水道事業認可変更（第12回） 

平成２４年 ３月     流域下水道事業認可変更（第13回） 

平成２６年 ３月     流域下水道事業認可変更（第14回）（MICS事業、処理能力104,300㎥/日） 

   平成２７年 ４月     流域下水道事業認可変更（第15回） 

   平成３０年 ２月     流域下水道事業認可変更（第16回） 

   平成３０年 ４月     十勝総合振興局管内全19市町村の浄化槽汚泥等の受入開始（MICS事業） 

令和 ３年 ２月     流域下水道事業認可変更（第17回） 

令和 ４年 ３月     流域下水道事業認可変更（第18回） 

令和 ６年１１月     流域下水道事業認可変更（第19回） 

２．全体計画と現況 

  全  体  計  画 内 ・ 認 可 済 計 画             

  計画区域面積        ８,１８５．９ｈａ     ７,０３７．１ｈａ  
   処 理 人 口         ２２８,０００人    ２３２,９００人  

   処理水量(日最大)     １０３,６００ｍ３/日    １０５,５８０ｍ３/日  

   敷 地 面 積             １０.２８ ｈａ      １０.２８ｈａ  
   幹 線 管 渠             ２２,９４８ｍ      ２２,９４８ｍ  
   事 業 費         ６８,０８９百万円（Ｒ６年度末）  

   計 画 年 次         昭和５２～令和１２年     昭和５２～令和７年  

 関 連 市 町       帯広市  音更町  芽室町  幕別町  
 事 業 主 体                                  北海道  



 

 

令和７年３月末現在の供用状況は、認可面積 7,037.1 ha に対し、6,005.4ha で 85.3％、認可区域

内計画人口 232,900 人に対し、処理区域内人口が 198,686 人で 85.3％（うち水洗便所設置済人口は 

197,531 人で普及率 99.4％）となっている。 

   一市三町行政人口 245,091 人のうち、十勝川認可区内人口は 199,138 人で 81.3％を占める。 

 (3) 事業主体と事務組合 

設置管理者（北海道）は流域関連公共下水道管理者（一市三町）との協議・協定により、事務組合

を組織して、一市三町の負担金による維持管理を行っている。 

建設は北海道が事業主体となっているが、その事業財源の負担は、国庫補助率６分の４を除き、北

海道と市町が６分の１となっている。 

 (4) 維持管理体制 

   十勝川流域下水道浄化センターは、十勝圏複合事務組合、十勝川浄化センターとして、所長以下４

名で管理し、処理施設運転管理実務は民間委託業者(36名)によって行っている。 

 (5) 維持管理費 

   令和６年度決算 ９億６，４９７万円   （令和７年度予算１０億０，６５３万円） 

内 訳 ・一般管理費(総務課職員費・事務局費) 16,736 千円 1.7  % 

 ・職員に要する経費   17,726 千円 1.8  % 

 ・需用費 380,666 千円 39.5  % 

       

 (光熱水費 299,457 千円 31.0  %） 

 (  修繕料 71,907 千円 7.5  %） 

 

 ・委託料 529,427 千円 54.9  % 

 ・その他 20,415 千円 2.1  % 

 

 総流入下水量   23,496,820 ｍ３/年度   

 

             １立方メートル当たり処理費：４１．０７円 (歳出÷総流入下水量) 

 (6) 水質管理・汚泥処分の現状 

   処理水の水質は、水質汚濁防止法の排水基準並びに下水道法に規定する技術上の基準に適合してい

る。 

排 出 基 準 
ＢＯＤ 

１５(mg/l) 
ＳＳ(浮遊物質) 
４０(mg/l) 

大腸菌群数 
３０００(個/ml) 

令和 4 年度（平均）  ６．３  ９      １ 
令和 5 年度（平均）  ７．２   ９      ０ 
令和 6 年度（平均）  ６．６ １０      １ 

 

水処理により発生する汚泥は、嫌気性消化（メタン菌による有機物分解）によって減量化・安定化

され、高分子凝集剤を添加して脱水機で含水率８３．０％の脱水ケーキとなる。それを更に間接（蒸

気）乾燥機で乾燥させ含水率４０％の乾燥汚泥とする。 

発生した乾燥汚泥は、｢産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「肥料の品質の確保等に関する法

律」の適用を受け、適正な処理処分が義務づけされている。 

令和６年度発生した 3,499.7t は、全量を緑農地還元している。 

 


